


新旧条文対照表 
＜小野薬品健康保険組合 規約＞ 

新 旧 
（理事、理事長及び監事の選挙） 
第２６条 理事、理事長及び監事は、無記

名投票による選挙により行わなければな

らない。ただし、候補者の数が選挙すべ

き理事、理事長及び監事の定数を超えな

い場合は、この限りではない。 
（削る） 
 
（削る） 
 
２ 前項に定めるもののほか、理事、理事

長及び監事の選挙に関して必要な事項

は、組合会の議決を経て別に定める。 
 
（一部負担還元金） 
第５０条 （略） 
２ 一部負担還元金の額は、診療報酬明細

書又は調剤報酬明細書各１件について、

療養に要する費用の一部として支払った

一部負担金の額（法第１１５条の規定に

より高額療養費（同一月において、被保

険者若しくはその被扶養者の支払った一

部負担金等の額を合算することにより支

給される高額療養費（以下「合算高額療

養費」という。）を除く。以下同じ。）が

支給される場合にあっては、当該一部負

担金の額から高額療養費に相当する額を

控除して得た額から、２５,０００円を

控除して得た額とする。ただし、その額

が１,０００円未満のときは支給しな

い。 
３～５ （略） 

（理事、理事長及び監事の選挙） 
第２６条 理事、理事長及び監事は、無記

名投票による選挙により行わなければな

らない。 
 
 
２ 前項の投票は、１人につき１票とす

る。 
３ 選挙の結果、最多数の投票を得た者を

もって当選人とする。 
４ 前項に定めるもののほか、理事、理事

長及び監事の選挙に関して必要な事項

は、組合会の議決を経て別に定める。 
 
（一部負担還元金） 
第５０条 （略） 
２ 一部負担還元金の額は、診療報酬明細

書又は調剤報酬明細書各１件について、

療養に要する費用の一部として支払った

一部負担金の額（法第１１５条の規定に

より高額療養費（同一月において、被保

険者若しくはその被扶養者の支払った一

部負担金等の額を合算することにより支

給される高額療養費（以下「合算高額療

養費」という。）を除く。以下同じ。）が

支給される場合にあっては、当該一部負

担金の額から高額療養費に相当する額を

控除して得た額から、２０,０００円を控

除して得た額とする。ただし、その額が

１,０００円未満のときは支給しない。 
 
３～５ （略） 
 
 



新 旧 
（付加給付） 
第５１条 この組合が、法第５３条の規定

により支給する付加給付は、次の各号に

掲げるとおりとする。 
（１） 略 
（削る） 
（削る） 
（２）埋葬料付加金 
（３）家族埋葬料付加金 
（４）家族療養費付加金 
（５）合算高額療養費付加金 
（６）訪問看護療養費付加金 
（７）家族訪問看護療養費付加金 

２・３ （略） 
 
（訪問看護療養費付加金） 
第５２条 （略） 
２ 訪問看護療養費付加金の額は、訪問看

護療養費明細書１件について、法第８８

条第４項に規定する厚生労働大臣の定め

るところにより算定した費用の額から訪

問看護療養費に相当する額（法第１１５

条の規定により高額療養費が支給される

場合にあっては、訪問看護療養費に相当

する額に高額療養費（合算高額療養費を

除く。）に相当する額を加えて得た額）

を控除して得た額から、２５,０００円

を控除して得た額とする。ただし、その

額が１,０００円未満のときは支給しな

い。 
３・４ （略） 
 
（家族訪問看護療養費付加金） 
第５３条 （略） 
２ 家族訪問看護療養費付加金の額は、訪

問看護療養費明細書１件について、法第

８８条第４項に規定する厚生労働大臣の 

（付加給付） 
第５１条 この組合が、法第５３条の規定

により支給する付加給付は、次の各号に

掲げるとおりとする。 
（１） 略 
（２） 出産育児一時金付加金 
（３） 家族出産育児一時金付加金 
（４） 埋葬料付加金 
（５） 家族埋葬料付加金 
（６） 家族療養費付加金 
（７） 合算高額療養費付加金 
（８） 訪問看護療養費付加金 
（９） 家族訪問看護療養費付加金 

２・３ （略） 
 
（訪問看護療養費付加金） 
第５２条 （略） 
２ 訪問看護療養費付加金の額は、訪問看

護療養費明細書１件について、法第８８

条第４項に規定する厚生労働大臣の定め

るところにより算定した費用の額から訪

問看護療養費に相当する額（法第１１５

条の規定により高額療養費が支給される

場合にあっては、訪問看護療養費に相当

する額に高額療養費（合算高額療養費を

除く。）に相当する額を加えて得た額）を

控除して得た額から、２０,０００円を控

除して得た額とする。ただし、その額が

１,０００円未満のときは支給しない。 
 
３・４ （略） 
 
（家族訪問看護療養費付加金） 
第５３条 （略） 
２ 家族訪問看護療養費付加金の額は、訪

問看護療養費明細書１件について、法第

８８条第４項に規定する厚生労働大臣の 
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定めるところにより算定した費用の額

から法第１１１条第２項の規定による

家族訪問看護療養費に相当する額（法

第１１５条の規定により高額療養費が

支給される場合にあっては、家族訪問

看護療養費に相当する額に高額療養費

（合算高額療養費を除く。）に相当する

額を加えて得た額）を控除して得た額

から、２５,０００円を控除して得た額

とする。ただし、その額が１,０００円

未満のときは支給しない。 
３・４ （略） 

 
（傷病手当金付加金） 
第５４条 被保険者（被保険者であった

者を含む。）が、法第９９条又は法第１

０４条の規定により傷病手当金の支給

を受けるときは、その支給を受ける期

間、傷病手当金付加金として１日につ

き、当該傷病手当金の支給を始める日

の属する月以前の直近の継続した１２

月間の各月の標準報酬月額（被保険者

が現に属する保険者等により定められ

たものに限る。）を平均した額の３０分

の１に相当する額の１００分の８５に

相当する額から傷病手当金の額を控除

した額を支給する。 
  ただし、同日の属する月以前の直近

の継続した期間において標準報酬月額

が定められている月が１２月に満たな

い場合にあっては、次の各号に掲げる

額のうちいずれか少ない額の１００分

の８５に相当する額から傷病手当金の

額を控除した額を支給する。 
（１）・（２） （略） 

２ （略） 
 

定めるところにより算定した費用の額か

ら法第１１１条第２項の規定による家族

訪問看護療養費に相当する額（法第１１

５条の規定により高額療養費が支給され

る場合にあっては、家族訪問看護療養費

に相当する額に高額療養費（合算高額療

養費を除く。）に相当する額を加えて得た

額）を控除して得た額から、２０,０００

円を控除して得た額とする。ただし、そ

の額が１,０００円未満のときは支給しな

い。 
３・４ （略） 

 
（傷病手当金付加金） 
第５４条 被保険者（被保険者であった者

を含む。）が、法第９９条又は法第１０４

条の規定により傷病手当金の支給を受け

るときは、その支給を受ける期間、傷病

手当金付加金として１日につき、当該傷

病手当金の支給を始める日の属する月以

前の直近の継続した１２月間の各月の標

準報酬月額（被保険者が現に属する保険

者等により定められたものに限る。）を平

均した額の３０分の１に相当する額の１

００分の２０に相当する額を支給する。 
  ただし、同日の属する月以前の直近の

継続した期間において標準報酬月額が定

められている月が１２月に満たない場合

にあっては、次の各号に掲げる額のうち

いずれか少ない額の１００分の２０に相

当する額を支給する。 
 
 
 
（１）・（２） （略） 

２ （略） 
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（削る） 
 
 
 
 
 
（削る） 
 
 
 
 
 
（埋葬料付加金） 
第５５条 （略） 
 
（家族埋葬料付加金） （略） 
第５６条 

 
（家族療養費付加金） 
第５７条 （略） 
２ 家族療養費付加金の額は、診療報酬明

細書又は調剤報酬明細書、第二家族療養

費支給申請書各１件（高額合算療養費の

支給基準となった一部負担金等があるも

のを除く。また、医療機関の処方せんに

基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合

は、診療報酬明細書又は第二家族療養費

支給申請書と調剤報酬明細書とを合算し

て１件とみなす。）について、療養（食

事療養及び生活療養を除く。）に要する

費用の額から家族療養費に相当する額

（法第１１５条の規定により高額療養費

が支給される場合にあっては、家族療養

費に相当する額に高額療養費に相当する

額を加えて得た額）を控除して得た額か

ら、２５,０００円を控除して得た額と 

（出産育児一時金付加金） 
第５５条 被保険者が出産したときは、法

第１０１条の規定により出産育児一時金

の支給を受けるときは、出産育児一時金

付加金として３,０００円を支給する。 
 
（家族出産育児一時金付加金） 
第５６条 被扶養者が出産したときは、法

第１１４条の規定により家族出産育児一

時金の支給を受ける被保険者に対し、家

族出産育児一時金付加金として３,０００

円を支給する。 
 
（埋葬料付加金） 
第５７条 （略） 
 
（家族埋葬料付加金） （略） 
第５８条 
 
（家族療養費付加金） 
第５９条 （略） 
２ 家族療養費付加金の額は、診療報酬明

細書又は調剤報酬明細書、第二家族療養

費支給申請書各１件（高額合算療養費の

支給基準となった一部負担金等があるも

のを除く。また、医療機関の処方せんに

基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合

は、診療報酬明細書又は第二家族療養費

支給申請書と調剤報酬明細書とを合算し

て１件とみなす。）について、療養（食事

療養及び生活療養を除く。）に要する費用

の額から家族療養費に相当する額（法第

１１５条の規定により高額療養費が支給

される場合にあっては、家族療養費に相

当する額に高額療養費に相当する額を加

えて得た額）を控除して得た額から、２

０,０００円を控除して得た額とする。た 
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する。ただし、その額が１,０００円未

満のときは支給しない。 
３・４ （略） 
 
（合算高額療養費付加金） 
第５８条 （略） 
２ 合算高額療養付加金の額は、各診療月

について合算高額療養費の支給の基礎と

なった被保険者若しくはその被扶養者の

支払った一部負担金等の額から、合算高

額療養費に相当する額を控除した額か

ら、被保険者又はその被扶養者１人につ

きそれぞれ２５,０００円を控除して得た

額とする。ただし、その額が１,０００円

未満のときは支給しない。 
３・４ （略） 
 
（個人情報保護の徹底） 
第５９条 （略） 
 
（削る） 
 
 
（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削る） 
 
 
 

だし、その額が１,０００円未満のときは

支給しない。 
３・４ （略） 
 
（合算高額療養費付加金） 
第６０条 （略） 
２ 合算高額療養付加金の額は、各診療月

について合算高額療養費の支給の基礎と

なった被保険者若しくはその被扶養者の

支払った一部負担金等の額から、合算高

額療養費に相当する額を控除した額か

ら、被保険者又はその被扶養者１人につ

きそれぞれ２０,０００円を控除して得た

額とする。ただし、その額が１,０００円

未満のときは支給しない。 
３・４ （略） 
 
（個人情報保護の徹底） 
第６１条 （略） 
 
第１０章 その他事業 
 
（施設の利用等） 
第６２条 この組合において設置した施設

の利用方法及び利用料は、組合会の議決

を経て別に定める。 
２ この組合において、保健事業として実

施する被保険者及び被扶養者への補助の

方法及び額は、組合会の議決を経て別に

定める。 
 
（高額医療費貸付） 
第６３条  この組合においては、法第１５

０条の規定により、被保険者及びその被

扶養者の高額医療費に係る当座の窓口負

担に充てるための資金の貸付事業を行

う。 
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（削る） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附 則 

（施行期日） 
この規約は、令和７年４月１日から施

行する。 
（経過措置） 

施行日前の療養に係る（一部負担還元

金）、（訪問看護療養費付加金）、（家族訪

問看護療養費付加金）、（家族療養費付加

金）、（合算高額療養費付加金）の支給に

ついては、なお従前の例による。 
施行日前の労務に服することができな

い期間に係る（傷病手当金付加金）の支

給については、なお従前の例による。 
施行日前の出産に係る（出産育児一時

金付加金）、（家族出産育児一時金付加

金）の支給については、なお従前の例に

よる。 
 

２  前項の資金の貸付事業に係る実施細目

については、組合会の議決を経て別に定

める。 
 
（出産費貸付） 
第６３条の２  この組合においては、法第

１５０条の規定により、被保険者及びそ

の被扶養者の出産費に係る当座の窓口負

担に充てるための資金の貸付事業を行

う。 
２  前項の資金の貸付事業に係る実施細目

については、組合会の議決を経て別に定

める。 
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